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投資信託

購入後のご案内

本パンフレットは、投資信託を購入いただいた後に送られてくる

さまざまな書類の見方についてご案内しています。

項目ごとに各書類の内容について詳しく解説しています。

投資信託は、預金と違い通帳や証書は発行されず、

代わりに各種報告書が交付されます。

購入後のお取引内容やファンドの運用状況・実績等は、

郵送される各種報告書、もしくは電子交付サービスでご確認いただけます。

お手元に保管していただき、お客さまのスムーズな資産運用のために

ぜひお役立てください。

重 要

• 電子交付サービスを利用されている場合は、投信インターネットサービスを通じて交付されます。
• 電子交付サービスから交付される書類は、郵送で交付される書類と形式が異なる場合があります。

交付される書類は確定申告に必要となる場合がございますので、

必ずご一読いただき、大切に保管してください。
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購入後に送られてくる書類をご紹介いたします。

電子交付サービスをご利用のお客さまは各種報告書をインターネット上にて取得してください。
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※本パンフレットに掲載している各報告書等の見本は、今後変更になる場合があります。

投資信託 購入後の流れ

購入 投資信託の購入 累積投資買付報告書

取引残高報告書

トータルリターン

再投資報告書
（兼分配金報告書）

交付運用報告書

累積投資取引報告書
（残高報告書）

特定口座
お振込代金のご案内

特定口座
年間取引報告書
（投資家交付用）

分配金・償還金
お支払いのご案内
（支払通知書）

1年間の損益等を報告

ファンドの満期が到来し、
払い戻されます

投資信託の運用

運用会社が
運用成績を定期的に
取りまとめます
（投資信託によって決算回数は

異なります）

投資信託を
信託期間の途中で売却換金

その他／
償還

運用

決算時

年間報告

特定口座でお取引されているお客さまに送
付される、年間の譲渡損益額や源泉徴収税
額、還付税額を集計した報告書です。

ファンドの償還時に、償還金の明細をお知
らせするご案内です。

「源泉徴収あり」の特定口座内で売却取引が
あった場合、その都度年初からの譲渡損益、
税金が通算されて報告書が作成されます。

売却したファンドの数量（口数）や単価の報
告書です。

決算期末ごとに運用会社から交付され
る、ファンド自体の状況や成果に関する報
告書です。

決算時に発生した収益分配金がどれだけ
再投資、もしくは出金されたかを確認でき
る報告書です。

投資信託購入時点から現在までの、投資期
間全体における総合収益をお知らせします。

3か月ごとの取引内容と取引後の預り残高
についての報告書です。

投資信託購入のお取引内容についての報
告書です。
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p7
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p10特定口座をご利用の場合

特定口座をご利用の場合

 決算後、1週間程度（法人のお客さまのみ）
◯電 分配金・償還金報告書（支払通知書）兼再投資報告書

◯電 取引報告書

 1、4、7、10月中旬頃
※前回報告書作成日以降にお取引がない場合は1年に一度

※年の途中で特定口座を廃止された場合は廃止月の翌月

 お申込後、1週間程度

◯電 取引報告書
 お申込後、1週間程度

 換金のお申込後、1週間程度

 ファンドの償還後、1週間程度

 毎年1月下旬頃

→送付時期　　◯電 →電子交付の場合

 1、4、7、10月中旬頃
※前回作成日以降にお取引がない場合は1年に一度



この例では 100万円を元手に
手数料3.3%（消費税込）の
ファンドを購入する時、
実際に投資できる金額は
968,054円。 
この額で購入できる
単価9,780円（1万口あたり）の
ファンド口数 は、
968,054÷9,780×10,000=
989,830口
となります。

一般NISA口座ご利用の場合は「非課税口座取引」と表示されます。
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手数料+消費税お申込金額 約定金額

投資信託購入のお取引内容についての報告書です。
いくらの単価で、どれだけの数量（口数）が購入できたかを確認できます。
お申込み後、1週間程度で郵送、または電子交付されます。

購入 投資信託の購入

累積投資買付報告書
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郵 送 用

電子交付用

イメージ図です

一般NISA口座ご利用の場合は「非課税口座取引」と表示されます。

2 単価
購入時の基準価額です。
管理単位口数あたりの基準価額（1口元本1円の場合1万口
あたりの基準価額）が表示されます。

3 約定金額
実際にファンドに投資した金額です。
例えばこのお取引の場合、約定金額は968,054円です。

4 手数料と消費税
約定金額に応じた手数料と、それにかかる消費税相当額です。
※購入時手数料の料率はファンドごとに異なります。
※税率は税制により変更になる場合があります。

1 数量
購入口数です。

5 受渡代金（お申込金額）
手数料を含むお申込金額の総額です。
例えばこのお取引の場合
受渡代金1,000,000円=968,054円+29,042円+2,904円

イメージ図です



一般NISA口座ご利用の場合は「非課税」、つみたてNISA口座ご利用の場合は「非課税つみたてNISA」と表示されます。

一般NISA口座ご利用の場合は「非課税」、つみたてNISA口座ご利用の場合は「非課税つみたてNISA」と表示されます。

作成基準日時点での受渡日到来済みの投資信託について、残高口数や時価評価額などがファンドごとに確認できます。
（なお、作成基準日時点で換金の受渡が完了していない場合も表示されます。）

お預り証券残高、お申込金等残高の明細

掲載期間における分配金の額やファンドの購入・売却・再投資等いつ、どのような取引をしたか、お取引内容が確認できます。
お取引の明細

購入時手数料とその消費税 換金代金のお支払日 換金口数
解約価額： 基準価額から信託財産保留額を
 差し引いた金額

お預りしたご購入代金で
投信が購入されています。

購入口数 購入時の基準価額 約定金額

換金代金

特定口座でのお取引の場合表示されます。購入代金のお預り日

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

Ⓓ

作成基準日前の3か月間の取引内容と、取引後の預り残高について3か月ごとにお知らせす
る報告書です。保有しているファンドの数量、残高、取引明細等について確認できます。1月、
4月、7月、10月中旬頃に郵送、または電子交付されます。（お取引のない場合は1年に一度）

運用 投資信託の運用

取引残高報告書
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郵送用・電子交付用共通

1 数量 作成基準日時点での残高（保有）口数を記載しています。

3 基準価額 作成基準日時点での基準価額を記載しています。

2 個別元本 ファンドの購入時の基準価額を記載しており、分配金の受取時の課税上の基準となります。
同一ファンドを複数回に分けて購入された場合や決算時に元本払戻金（特別分配金）が発生した場合等（分配金再投資等を
含む）は加重平均により算出しますので購入時の基準価額とは一致しません。

4 時価評価額 作成基準日時点での時価評価額を記載しています。（信託財産留保額や税金等は勘案されていません。）
数量×基準価額÷1万の金額です。（1万口あたり基準価額表示ファンドの場合）

1 購入時の内容も
確認できます。

Ⓐでは、いつ（12/25）、どのファンド（ＸＸＸＸファンド）の購入代金300,000円をお支払いしたかが確認できます。
Ⓑでは、Ⓐの購入代金でいつ（12/26）、どのファンド（ＸＸＸＸファンド）を何口（252,412口）約定したかが確認できます。

2 ご換金時の
お取引内容も
確認できます。

Ⓒでは、いつ（12/26）、どのような換金方法（解約）でファンド（〇〇〇〇オープン）を何口（85,000口）約定し、換
金代金はいくら（100,411円）となったかが確認できます。Ⓓでは、Ⓒでご注文いただいた換金口数で、いつ
（12/29）、どのファンド（〇〇〇〇オープン）の換金代金（100,411円）をお受け取りいただいたかが確認できます。

21 43

1

2

イメージ図です

イメージ図です

※この他、お取引の明細「特定口座源泉徴収還付」では、特定口座（源泉徴収選択口座）内で発生した譲渡益税の源泉徴収還付明細が確認できます。
　（配当通算口座で普通分配金と譲渡損通算後の還付がある場合、3月末基準で作成される取引残高報告書に配当課税還付が表示されます。）
※原則3か月に一度（3、6、9、12月の各月末基準［受渡基準］）で作成します。
※報告対象期間は、作成基準日を含む直前3か月間です。3、6、9、12月の各月末の直前3か月間にお取引がない場合は作成しませんが、この場合でも原
則として1年に一度作成いたします。なお、前回作成時にお預り残高およびお取引がない場合は、作成を省略させていただきます。「取引残高報告書」
は再発行できませんので大切に保管してください。



投資信託購入時点から現在までの、投資期間全体における総合収益を3か月ごとにお知
らせします。売却や償還を迎えた投資信託も含まれます。
お客さまからお預かりしている投資信託の運用状況をよりわかりやすくご理解いただく
ために、投資信託の評価金額と受取分配金ならびに売却されている場合は、売却金額
を合計した、取引全期間の運用収支額を表しています。
１月、４月、７月、10月中旬に郵送、または電子交付されます。（お取引のない場合は1年に一度）

運用 投資信託の運用

トータルリターン
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一般NISA口座ご利用の場合は「非課税」、つみたてNISA口座ご利用の場合は「非課税つみたてNISA」と表示されます。

手数料や税金等を含む
購入金額の累計

評価額から取得金額を
差し引いた金額

評価額に対する取得に要した金額
（手数料、消費税を含む）換金金額の累計

残高口数分配金出金（再投資停止分）額の累計

1 2

1 76,286円（評価額）=29,430口×25,921円（解約価額）÷1万
（１万口あたりの基準価額表示ファンドの場合）

投資信託の
評価額を確認 お取引例

〈運用収支額〉  〈受取分配金累計〉  〈売却金累計〉       〈評価額〉   　〈購入金累計〉
  24,069円  ＝   （2,597円    ＋　5,186円   ＋   76,286円） －  60,000円お取引例2 投資信託の

運用収支額（税込）を確認
当該数値がトータルリターンになります。

※全部売却、償還時のトータルリターンも別途表示されます。

トータルリターンと評価損益

トータルリターンは、「支払った金額と受け取った金額の差」ですが、評価損益は、
「（平均）取得価額と現在の基準価額の差」であり、元本を切り崩した「分配落ち後の
価格」を考慮した損益となります。評価損益は確定申告に使用しますが、トータル
リターンは使用できませんので、ご注意ください。

イメージ図です



この例では、分配金再投資
コースを選ぶことで、 
税引後分配金18,658円
で9,654口を買付け、
お預り残高585,326口に
加えることができました。

一般NISA口座をご利用の場合は「非課税口座取引」、つみたてNISA口座をご利用の場合は「つみたてNISA」と表示されます。

一般NISA口座、つみたてNISA口座をご利用の場合で、非課税枠内の再投資の
場合は「非課税」、枠外の場合は「特定」または「非特定」と表示されます。

決算時に発生した収益分配金がどれだけ再投資、もしくは出金されたか
を確認できる報告書です。
決算後、1週間程度で郵送、または電子交付されます。
※郵送は、法人のお客さまのみ。

運用［決算時］ 運用会社が運用成績を定期的に取りまとめます
（投資信託によって決算回数は異なります）

再投資報告書
（兼分配金報告書）

6

4 5 7

2 3 6

当該ファンドの外貨建資産割合と非株式割合が表示されます。
（総合課税での申告等にご使用ください。）9

更新（決算）前の個別元本です。8

1 分配金対象元本
分配金の計算対象となるお預り残高
（口数）です。

3 国税（所得税）/地方税（住民税）
普通分配金に対して税金（国税と地方税）
がかかります。※
※税率は税制により変更になる場合があります。

6 税引後分配金額
税引後分配金=
普通分配金＋元本払戻金（特別分配金）－
（国税＋地方税）の金額です。

4 再投資金額
分配金再投資コースの場合、❻税引後
分配金額が再投資されます。

7 お買付後の残高
❶分配金対象元本（口）＋再投資で
買い付けた❺買付口数です。

5 買付口数
再投資で買付けた口数です。

2 普通分配金/元本払戻金（特別分配金）
個別元本を上回る部分の分配金を「普通分配金」、個別元本を下回る部分の分
配金を「元本払戻金（特別分配金）」といいます。普通分配金は課税、元本払戻
金は非課税となります。

※普通分配金に対し、20.315%（国税15.315%、地方税５%）が課税されます。一般NISA口座（少額投資非課税口座）をご利用の場合は非課税枠年間
120万円、つみたてNISA口座をご利用の場合は年間40万円までの、投資元本から発生する普通分配金は非課税です。
＊一般口座および特定口座（源泉徴収選択なし）の方には、年間の分配金（投信口座廃止時はその年中）の分配内容等をお知らせする「上場株式配当
等の支払通知書」が発行されます。（電子交付サービスをご利用の方も郵送されます）この通知書は確定申告の際、必要になりますので大切に保管し
てください。

一般NISA口座をご利用の場合は「非課税
口座取引」、つみたてNISA口座をご利用の
場合は「つみたてNISA」と表示されます。
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イメージ図です

イメージ図です

郵 送 用

電子交付用



決算期末ごとに運用会社から交付される、ファンド自体の状況や成果に関する報告書
です。今後の運用方針なども確認できます。ファンドの決算後、投資信託委託会社（運
用会社）による作成が義務づけられており、決算時（決算期間が6か月未満のファンドは
6か月に一度）の保有者全員に郵送、または電子交付されます。

交付運用報告書

運用［決算時］ 運用会社が運用成績を定期的に取りまとめます
（投資信託によって決算回数は異なります）

郵送用・電子交付用共通

交付運用報告書の記載例

■ 交付運用報告書には主に下記のような情報が記載されています。
● 運用実績…最近の基準価額の推移、組入資産や純資産総額の推移が記載されています。
● 運用経過…基準価額変動の背景等が具体的に説明されています。
● 今後の運用方針…投資信託委託会社（運用会社）が考えている今後の運用方針が記載されています。
● 組入資産の明細…組入資産内容が銘柄単位で記載されています。
● 投資信託財産の構成…株式・債券等組入資産ごとの比率が記載されています。
● 損益の状況等…投資信託の資産・負債や損益状況が記載されています。

交付運用報告書のポイント

「交付運用報告書」には、ファンドの運用経過、状況、成果に関する情報が、図やグラ
フ等を用いてわかりやすく記載されています。また、Webサイト等でも公開されて
おり、ファンド保有者でなくても見ることができますので、これから投資信託を購入
する方にとっても大事な判断材料となる資料です。

7

イメージ図です



8

売却したファンドの数量（口数）や単価の報告書です。ご売却されたファンドの
数量（口）、単価等が記載されており、お受取りの金額が確認できます。お申込
後、1週間程度で郵送、または電子交付されます。

換金 投資信託を信託期間の途中で売却

累積投資取引報告書
（残高報告書）

郵 送 用

電子交付用

一般NISA口座をご利用の場合は「非課税口座取引」、つみたてNISA口座をご利用の場合は「つみたてNISA」と表示されます。

1

5

2 3 4

一般NISA口座をご利用の場合は
「非課税口座取引」、つみたてNISA
口座をご利用の場合は「つみたて
NISA」と表示されます。 1 3

2
4

5

※1 ※2

※2※1

1 数量
売却の口数です。

2 単価
売却時の基準価額一信託財産留保額です。
（信託財産留保額がないファンドの場合、信託財産留保額は引かれません。）
※単価は管理単位口数（1口元本1円の場合1万口あたりの基準価額）あたりで表示されます。

3 約定金額
売却金額です。
例えばこのお取引の場合、約定金額は
562,243円です。

5 個別元本
購入時の基準価額（手数料および消費税は含ま
れません。）がお客さまの個別元本となります。
通常は取得時の基準価額ですが、追加購入や分配金を再
投資した時、元本払戻金（特別分配金）を受け取った時に
再計算されます。

4 受渡代金
居住者等の取引の受渡代金
は約定金額となります。
※法人、非居住者の場合は、約定
金額と異なる場合があります。

※1 居住者等の国内公募株式投資信託の解約の場合、課税分配金は表示されません。ただし、確定申告等での譲渡益は「約定金
額－個別元本×口数÷１万（1万口あたりの基準価額表示ファンドの場合）－取得費（取得に要した手数料・消費税等）」という計算方法が認
められています。※取得単価（投信を買付けた際の１万口（1万口あたりの基準価額表示ファンドの場合）あたりの支払金額［手数料、消費税込］）、
取得費は当該帳票には記載されません。

※2 居住者等の国内公募株式投資信託の解約の場合、源泉徴収税は表示されません。ただし、譲渡益に対し20.315%（国税
15.315%、地方税5%）が課税されます。（一般NISA口座「少額投資非課税口座」をご利用の場合は非課税枠120万円まで、つみたてNISA口座を
ご利用の場合は40万円までの、投資元本の譲渡益は非課税です。）なお、源泉徴収ありの特定口座の場合確定申告は不要ですが、源泉
徴収なしの特定口座や一般口座等の場合は確定申告が必要です。

イメージ図です

イメージ図です
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「源泉徴収あり」の特定口座内で売却取引があった場合、
その都度年初からの譲渡損益、税金が通算されて報告書が作成されます。
換金のお申込後、1週間程度で郵送、または電子交付されます。

換金 投資信託を信託期間の途中で売却

特定口座お振込代金のご案内
特定口座をご利用の場合

特定口座をお申込みいただいているお客さまで、「源泉徴収あり」を選択されている場合、売却取引のつど送られてくる
「特定口座お振込代金のご案内」により譲渡損益、税金の確認ができます。
（源泉徴収金額と還付金額の両方ともない場合は、本報告書は作成されません。）

郵送用・電子交付用共通 ※前頁の「累積投資取引報告書（残高報告書）」とは別に送られてきます。

3

2

1 4

イメージ図です

3 利益であれば源泉徴収、損失であれば還付
今回の売却取引までを勘案した税金です。利益であれば源泉徴収された金額、
損失であれば還付金額（すでに徴収した税額から還付）です。
配当通算口座の場合、12月末もしくは特定口座廃止時点で当該年中の普通分配金（源泉徴収
済配当所得税）および譲渡損が発生していれば配当所得税が還付される場合があります。

1 今回のお取引までの累計損益
年初から今回のお取引までの累計の損益を算出し表示しています。

2 買取代金・解約代金（税引前）
今回売却された代金（税引前）です。

4 合計金額
今回の取引における源泉徴収後（または
還付後）の金額です。

特定口座（源泉徴収あり） 特定口座（源泉徴収なし） 一般口座

不要 必要 必要

必要に応じて確定申告を
行うこともできます

年間取引報告書を使用し、
簡単に確定申告を
行うことができます

確定申告 お客さまご自身で年間の
譲渡損益を計算し、確定申告を

行う必要があります

特定口座と一般口座
確定申告が不要、または簡単に行うことができる「特定口座」をご利用ください。
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特定口座でお取引されているお客さまに送付される、年間の譲渡損益額や源泉
徴収税額、還付金を集計した報告書です。この報告書を利用することで、簡易な
申告が可能となります。
原則、1月下旬頃に郵送、または電子交付されます。また、特定口座を廃止された
場合、その翌月に郵送されます。
※特定口座取引（譲渡、分配金のお受取）がないお客さまには交付されません。

年間報告 1年間の損益等を報告

特定口座年間取引報告書
（投資家交付用）
特定口座をご利用の場合

1 次の金額を表示しています。
1. 譲渡の対価の額…公募株式投資信託の譲渡等による収入金額の合計
2. 取得費及び譲渡に要した費用の額等…譲渡等をされた公募株式投資信託の取得費の合計
3. 差引金額…譲渡損益の合計

2 「源泉徴収あり」を選択された場合のみ、当年中に源泉徴収した所得税・住民税の額を表示しています。

1

2

イメージ図です

（注）税率は変更になる場合があります。

郵送用・電子交付用共通



投資信託に関する留意事項

・投資信託は預金、保険契約ではありません。
・投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・当金庫が取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
・当金庫（登録金融機関）は販売会社であり、投資信託の設定・運用は各運用会社（投資信託委託会社）が行います。
・投資信託は元本および利回り保証はありません。
・投資信託のご購入時には、買付時の1口あたりの基準価額（買付金額）に、最大3.3%（税込）の申込手数料、約定口
数を乗じて得た額をご負担いただきます。換金時には、換金時の基準価額に対して最大0.5%の信託財産留保額が
必要となります。また、これらの手数料とは別に投資信託の純資産総額の最大年2.42%（税込）を信託報酬とし
て、信託財産を通じてご負担いただきます。その他詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書（交付目論見
書）等をご覧ください。なお、投資信託に関する手数料の合計は、お申込金額、保有期間等により異なりますので表
示することはできません。
・投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額
が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響
により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
・投資信託の運用による利益および損失は、ご購入されたお客さまに帰属します。
・ファンドによっては、換金期間、お取り扱いできない日や大口の換金について制限がある場合があります。また、金
融商品取引所等の取引停止等やむを得ない事情があるときは、ご換金の申込受付を中止すること等があり、残存口
数がファンド所定の口数を下回った場合等には、信託期間の途中で信託が終了（償還）されることがあります。
・投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ（書面による契約解除）の適用はありません。
・投資信託のご購入にあたっては、あらかじめ最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面
（投資信託）」等で必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。「投資信託説明書（交付目論見書）」および
「目論見書補完書面（投資信託）」等は、当金庫の本支店等にご用意しております。中信投信インターネットサービス
でのお取引については、同サービスにて閲覧いただけます。
・当金庫では、個人のお客さまのお申込みは原則18歳以上の方に限らせていただきます。また、借り入れられた資金
（他の金融機関での借り入れを含む）を前提とした投資信託のお申込みはお断りしていますのでご了承ください。
・当資料は当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

資産運用ご相談の流れ
ご質問・お申込みは、お近くの京都中央信用金庫本・支店窓口までお気軽にお問い合わせください。

お客さまの
資産運用の目的や
ニーズについて
お伺いします。

お客さまの目的、
ニーズに合った
商品カテゴリーを
ご案内します。

さらに個別商品の
特徴やリスクに
ついてご説明します。

お申込み（ご購入） 購入後のご相談も
承ります。

・本資料は、信頼できる判断した情報をもとに当金庫が作成しておりますが、正確性・安全性について当金庫が責任を負うものではありません。
・本資料は、情報提供のみを目的としたものであり、投資信託・その他の有価証券の売買等を推奨するものではありません。
・本資料は2020年8月時点で公表されている情報や税法等に基づいて作成しております。
・本資料は、予告なく変更される場合があります。

中信ダイレクトセンター 詳しくは下記フリーダイヤルまでお気軽にお問い合わせください。

0120-277-959 または075-694-2520
受付時間 ［平日］9：00～17：00　FAXでのお問い合わせは0120-201-580（フリーダイヤル）へ
（注）フリーダイヤルは当金庫営業地区（京都府及び、滋賀県、大阪府、奈良県）からのみご利用いただけます。

商号等／京都中央信用金庫　登録金融機関：近畿財務局長（登金）第53号　加入協会：日本証券業協会
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